
ECO ガイド 年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
制
度
の
お
知
ら
せ
★
市
民
課
国
民
年
金
係
☎
25
‐
１
１
１
４

　
支
所
市
民
福
祉
課
市
民
税
務
係
☎
72
‐
１
３
３
３３

　

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、

公
的
年
金
等
の
収
入
や
所
得
額
が

一
定
基
準
額
以
下
の
年
金
受
給
者

の
生
活
を
支
援
す
る
た
め
に
、
年

金
に
上
乗
せ
し
て
支
給
さ
れ
る
も

の
で
す
。

受
給
に
は
請
求
手
続
き

が
必
要
で
す

《
既
に
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方

の
手
続
き
》

　
対
象
者
に
は
、
日
本
年
金
機
構

か
ら
通
知
が
９
月
上
旬
に
届
き
ま

す
。
同
封
の
は
が
き
に
必
要
事
項

を
記
入
の
う
え
、
返
送
し
て
く
だ

さ
い
。

　
支
給
は
、
請
求
手
続
き
を
し
た

月
の
翌
月
分
か
ら
に
な
り
ま
す
。

※
た
だ
し
、
12
月
末
ま
で
に
請
求

を
し
た
場
合
に
限
り
、
10
月
分
か

ら
支
給
さ
れ
ま
す
。

昨
年
度
に
引
き
続
き
、
支
給
要
件

を
満
た
し
て
い
る
方
の
手
続
き
は

原
則
不
要
で
す
。

《
こ
れ
か
ら
年
金
の
請
求
手
続
き

を
す
る
方
の
手
続
き
》

　
年
金
の
請
求
手
続
き
と
あ
わ
せ

て
、
年
金
生
活
支
援
給
付
金
請
求

書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
請
求
書
は
、
年
金
事
務
所
、
市

民
課
（
市
役
所
１
階
）、
支
所
市

民
福
祉
課
（
ア
ス
ピ
ア
こ
だ
ま
１

階
）
で
配
付
。

支
給
要
件
と
給
付
額

《
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
者
》

支�

給
要
件　
次
の
①
～
③
を
す
べ

て
を
満
た
す
こ
と

①
65
歳
以
上
の
方

②�

世
帯
全
員
の
市
民
税
が
非
課
税

の
方

③�

前
年
の
年
金
収
入
額
と
そ
の
他

の
所
得
額
の
合
計
が
87
万
８
９

０
０
円
以
下
の
方

※
障
害
年
金
・
遺
族
年
金
の
非
課

税
収
入
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

給�

付
額　
月
額
５
１
４
０
円
を
基

準
に
、
保
険
料
納
付
済
期
間
や
保

険
料
免
除
期
間
に
応
じ
て
算
出

《
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年

金
の
受
給
者
》

支��

給
要
件　
前
年
の
所
得
額
（
※

１
）
が
４
７
２
万
１
０
０
０
円

＋
扶
養
親
族
の
数
×
38
万
円

(

※
２
）
以
下
で
あ
る
こ
と

※
１
…
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基

礎
年
金
等
の
非
課
税
収
入
は
含
ま

れ
ま
せ
ん
。

※
２
…
同
一
生
計
配
偶
者
の
う
ち

70
歳
以
上
の
方
ま
た
は
老
人
扶
養

親
族
の
場
合
は
48
万
円
、
特
定
扶

養
親
族
ま
た
は
16
歳
以
上
19
歳
未

満
の
扶
養
親
族
の
場
合
は
63
万
円

と
な
り
ま
す
。

給
付
額　

〇�

障
害
等
級
２
級
の
方
は
月
額

５
１
４
０
円

〇�

障
害
等
級
１
級
の
方
は
月
額

６
４
２
５
円

〇�

遺
族
基
礎
年
金
受
給
中
の
方
は

月
額
５
１
４
０
円

※
２
名
以
上
の
子
が
遺
族
基
礎

年
金
を
受
給
し
て
い
る
場
合
は
、

５
１
４
０
円
を
子
の
数
で
割
っ
た
金

額
が
そ
れ
ぞ
れ
に
支
払
わ
れ
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

●
給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル　
　

　
☎
０
５
７
０
‐
０
５
‐
４
０
９
２

※
０
５
０
か
ら
始
ま
る
電
話
の
方

は
☎
０
３
‐
５
５
３
９
‐
２
２
１
６

受
付
時
間

〇�

月
曜
日　
午
前
８
時
30
分
～
午

後
７
時

〇�

火
～
金
曜
日　
午
前
８
時
30
分

～
午
後
５
時
15
分

〇�

毎
月
第
２
土
曜
日　
午
前
９
時

30
分
～
午
後
４
時

※
月
曜
日
が
休
日
の
場
合
、
翌
開

所
日
は
午
後
７
時
ま
で
。

※
土
・
日
曜
日
（
第
２
土
曜
日
を

除
く
）・
休
日
・
12
月
29
日
～
１

月
３
日
は
連
絡
不
可
。

●
熊
谷
年
金
事
務
所

　
☎
０
４
８
‐
５
２
２
‐
５
０
１
２

受�

付
時
間　
月
～
金
曜
日　
午
前

８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

※
土
・
日
・
休
日
・
12
月
29
日
～

１
月
３
日
は
連
絡
不
可
。

　　
お
問
い
合
わ
せ
の
際
は
、
基
礎

年
金
番
号
が
わ
か
る
も
の
を
用
意

し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
代
理
人

（
二
親
等
内
）
に
よ
る
お
問
い
合

わ
せ
の
際
は
、
本
人
及
び
代
理
人

の
基
礎
年
金
番
号
が
必
要
で
す
。

請
求
手
続
き
を
お
忘
れ
な
く
！

★環境推進課☎ 25- １１７２

19 令和５年９月１日号 18

回 収 場 所 日　程 時　間 問合せ先

アスピアこだま ９月３日㈰
10月１日㈰ 午前９時〜11時 ハートtoハート

(佐久間さんち）
☎22-９３００ 市役所 ９月17日㈰ 午前９時〜午後１時

本庄南公民館
※布類回収も実施 ９月９日㈯ 午前９時〜11時 佐久間さんち　

☎22-９３００
就労継続支援Ｂ型事業所

「佐久間さんち｣
( 本庄高校北側）

随時受付 ポノポノ
☎23-２１９５

集団資源回収予定表　＜回収品目は古紙類・缶類です＞

※天候等の理由で変更になる場合もありますので、各団体にご確認ください。

■令和５年６月分のごみの量
（可燃・不燃・有害・粗大）
家庭系ごみ排出量1,671.29t 
1 人 1 日当たり排出量約 720g 
前年同月比 -36g（-4.8％）
事業系ごみ排出量 644.78t 
1 人 1 日当たり排出量約 278g
前年同月比 -26g（-8.6％）

剪
せんてい

定した枝や草は乾燥させてごみ減量！
　剪定した枝木や草には、水分が多
く含まれています。ごみ収集所に出
す場合は、濡れない所に数日置いて
乾燥させてから、可燃ごみの認定袋
に入れて口を閉じて出してくださ
い。乾燥させると、軽くなってごみ
出しも楽になります。ごみの減量化
に効果があるだけでなく、焼却施設
の負担が軽くなることからごみ処理
費用の削減にもつながります。

　なお、剪定した枝を小山川クリー
ンセンターに直接搬入する場合は、
長さを１ｍ以下にしてください。
　また、ごみ収集所に出す、直接搬
入する、いずれの場合も直径 25cm
以上の木は割り木をしてから出して
ください。

ごみ減量・リサイクル協力店をご利用ください
　市では、市内の小売店舗でごみの
減量化や資源化に取り組む店舗を、
ごみ減量・リサイクル協力店に認定
しています。現在、９店舗を認定し
ていて、次のうち２つ以上に取り組
んでいます。
①資源化可能なものの店頭回収
②マイバッグ持参の奨励、レジ袋削減
③商品の簡易包装推進
④再生商品、環境に配慮した商品の販売
⑤店舗から出るごみの減量化・資源化
※店舗により取組内容が異なります。

ごみ減量・リサイク
ル協力店の一覧、取
組内容は市 でご確
認ください。
　皆さんは、「ごみ減量・リサイクル
協力店」を利用することで、買い物を
とおしてごみの減量化・資源化にご協
力いただけます。環境にやさしい「ご
み減量・リサイクル協力店」のご利用
をお願いします。

市

こちらのステッカーと
のぼり旗が目印です！

剪定枝等破砕機（ガーデンシュ
レッダー）・生ごみ処理容器、
電動式生ごみ処理機の購入費
用の一部を補助しています！

　補助には条件が
あります。詳しく
は、環境推進課（市
役所４階）または
市 でご確認くだ
さい。

市


